
ISSN 0288 0709

2018年 2 月

論 説
公益信託の変更について

アメリカ法におけるシ・プレ原則を中心に
木 村 仁 ( 1 )

オルバーン政権と欧州難民危機（2015－2017) 荻 野 晃 ( 49 )

判 例 研 究
株主からの提訴請求に対して不提訴判断をした
監査委員の任務懈怠責任が否定された事例
東京地判平成28年 7 月28日金判1506号44頁
東京高判平成28年12月 7 日金判1510号47頁

竹 田 奈 穂 ( 1 )

民法508条に基づく相殺と消滅時効制度
(最高裁第一小法廷平成27年12月14日判決〔民集69巻 8 号2295頁]）
(不当利得返還請求本訴，貸金請求反訴事件) 川 上 生 馬 ( 71 )

株主の帳簿閲覧権と会社の拒絶事由
東京高判平成28年 3 月28日
金融・商事判例1491号16頁 藤 田 和 樹 ( 17 )

翻 訳

フランス会社法（13)

加 藤 徹
小 西 みも恵
笹 川 敏 彦
出 口 哲 也

( 97 )

………………………………………………

……

………………………………………………

………

…………………………

…………………………………

���������	

第 68 巻 第 4号


	表紙
	論説
	公益信託の変更について：木村仁
	オルバーン政権と欧州難民危機（2015－2017）：荻野晃

	判例研究
	株主からの提訴請求に対して不提訴判断をした監査委員の任務懈怠責任が否定された事例：竹田奈穂
	民法508条に基づく相殺と消滅時効制度：川上生馬
	株主の帳簿閲覧権と会社の拒絶事由：藤田和樹

	翻訳
	フランス会社法（13）：加藤徹・小西みも恵・笹川敏彦・出口哲也

	奥付
	裏表紙



